
 

 

2023年12月29日 

各  位 

 
 
 
 
 
 
 

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ 

 

 当社の取引先であった株式会社ＯＣＴオクトに対し、2023年12月26日付で東京地方裁判所において破産手続開始が決定さ

れたことが2023年12月27日に通知されたことに伴い、同社に対する債権について下記のとおり取立不能又は取立遅延のおそ

れが生じましたのでお知らせいたします。 

 

１．当該債務者の概要 

（１）商号 ： 株式会社ＯＣＴオクト 

（２）所在地 ： 東京都練馬区中村南３丁目26番７−203号	
（３）代表者の役職・氏名 ： 代表取締役 新飯田 泰嗣 

（４）事業内容 ： 往診リハビリマッサージ業 

（５）資本金の額 ：５百万円 

 

２．取立不能又は取立遅延のおそれが生じた経緯 

2023年12月26日付で東京地方裁判所において破産手続開始が決定されたことによります。 

 

３．当該債務者に対する債権の種類及び金額 

貸付金 50百万円（2023年３月期連結純資産に対する割合0.1％） 

 

４．業績に及ぼす影響 

2024年３月期において、貸倒損失としてその他の費用に最大50百万円を計上する見込みです。 

 

 

以 上 

会 社 名 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社 
代 表 者 名 代表取締役社長 山海 嘉之 
（コード番号 ７７７９ 東証グロース） 

問 合 せ 先 コーポレート 
部門責任者 

宇賀 伸二 

（電話 ０２９−８６９−９９８１） 


